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 提出期限間近になりますと、窓口が混雑しますのでなるべくお早めにご提出

くださいますようお願いいたします。 

 

※ 申告書を郵送で提出される方で、控用について返送を希望する場合は、切

手を貼った返信用封筒を同封してください。 

（個人事業主の方は、個人番号等の個人情報保護のため簡易書留での返送も

可能です。ご希望される方は、返信用封筒の表面に「簡易書留」と赤字で記

載し、料金に注意していただき、切手を貼付してください。） 

※ 該当資産のない方、資産の増減のない方、休業、廃業の場合も申告書の提

出をお願いいたします。 
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≪ はじめに ≫  

 町税につきましては、平素より格別のご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

 さて、法人や個人で、工場や商店、飲食店、美容室、駐車場、賃貸アパート等を経営し

ている方が、その事業のために用いている、構築物・機械・器具備品等の固定資産は償却

資産にあたり、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。 

 償却資産は毎年１月１日現在にお持ちの資産を所有者の方から申告していただくことと

なっております。 

 つきましては、この申告の手引きをご参照いただき申告書を作成のうえ、1 月 31 日の提

出期限までにご提出くださいますようお願いいたします。 

≪ 目  次 ≫ 

Ⅰ 償却資産のあらまし 

１ 償却資産とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

２ 償却資産の主な種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

  ３ 建築設備における償却資産と家屋の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

  ４ 国税の取扱いとの主な違い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

  ５ 業種別の主な償却資産の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

Ⅱ 償却資産の申告について 

１ 申告していただく方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  ２ 申告書等の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  ３ 申告書の提出期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  ４ 申告の対象となる資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  ５ 申告の対象とならない資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

Ⅲ 申告の方法について 

１ 書類による申告書等の提出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

２ マイナンバー制度導入に伴う申告書提出時の必要書類・・・・・・・・・・・・・8 

  ３ 電子申告による申告データ等の提出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

Ⅳ 償却資産の税額について 

１ 税額等の算出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

  ２ 非課税となる資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

  ３ 課税標準の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

Ⅴ その他 

１ 申告されない方、虚偽の申告をされた方・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

  ２ 実地調査等のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

  ３ 過年度への遡及について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

４ 申告書の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

５ 償却資産に関するＱ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 

 



 

- 1 - 

 

Ⅰ 償却資産のあらまし 

 

１ 償却資産とは 

 固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することが

できる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得

の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 

 

(1) 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産 

(2) 償却済みとなった資産であっても、現に事業の用に供している資産 

(3) 経営政策等のため、減価償却を行っていない資産 

(4) 建設仮勘定で経理している資産のうち、令和 5年 1月 1日現在、事業の用に供してい

る資産 

(5) 一時的に休止しているが、いつでも使用できる状態にある遊休資産及び未稼働資産 

(6) 簿外資産（贈与等で取得した資産で、帳簿には記載されていないが、本来は償却資産

としての性格をもっているもの） 

(7) 賃借人の施した家屋の内部造作及び設備 

(8) 中小企業者等の方が 30万円未満の全額損金算入特例を適用した資産 

 

２ 償却資産の主な種類 

 下の表は、償却資産の対象となる主な資産の例示です。 

資産の種類 主な償却資産の例示 

1 種 

建物付属設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 

構築物 
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板（広告塔等）

ゴルフ練習場設備等 

2 種 機械及び装置 
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設

備等、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械及び装置等 

3 種 船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等 

4 種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

5 種 車輛及び運搬具 

大型特殊自動車（分類番号が「0,00から 09及び 000から 099」、「9,90

から 99 及び 900 から 999」の車両）、構内運搬車、貨車、客車等（自

動車税・軽自動車税の対象となるものは除く） 

6 種 工具、器具及び備品 

机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサ

イン）、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルー

ムエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機、コピー機、音響

機器、娯楽用機器、貸衣装等 
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３ 建築設備における償却資産と家屋の区分 

家屋の建築設備については、償却資産と家屋の判別が困難な場合が多いので、下記の点

に注意して申告して下さい。 

 

償却資産の申告対象とするもの 

 ・単に移動を防止する程度に家屋に取付けられたもの 

・独立した機器としての性格の強いもの 

・特定の生産業務の用に供されるもの 

・賃借人が施工した内装造作等建築設備 

 

家屋の評価に含めるもの 

 ・家屋の所有者が取付けた建築設備で、通常家屋と構造上一体となってその効用を高

めるもの 

 

＜建築設備における家屋と償却資産の区分表＞ 

設備の種類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

発変電設備 自家発電、受変電設備（配線等含む） ― 

電灯照明設備 ネオンサイン、投光器、屋外照明設備 

配線 
電話設備 電話機、交換機等の装置、器具類 

インターホン設備 インターホン、アンプ等の装置器具類 

電気時計設備 時計、配電盤等の装置、器具類 

火災報知装置 屋外の装置（配線等含む） 屋内の装置（配線等含む） 

消火装置 消火栓設備のホース、ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー 

中央監視制御装置 制御装置一式（配線等含む） ― 

給湯設備 局所的給湯設備 中央式給湯設備 

給排水・ガス設備 特定の生産又は業務用設備（配管等含む） 左記以外の設備 

冷暖房装置 ルームエアコン 家屋と一体となっている設備 

厨房設備・洗濯設備 

顧客の求めに応じるサービス設備（百貨

店、ホテル、旅館、飲食店、病院、クリ

ーニング業等） 

サービス設備以外の設備 

運搬設備 
工場用ベルトコンベア、垂直型連続運搬

装置、生産ライン用リフト等 

エレベーター、リフト、エスカレー

ター装置 

簡易間仕切 床から天井まで達しない程度のもの 床から天井まで達する程度のもの 
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４ 国税の取扱いとの主な違い 

 国税の取扱いと地方税（固定資産税）の取扱いとの主な違いは下表のとおりです。 

項目 固定資産税（償却資産） 国税 

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度） 事業年度 

減価償却の方法(注 1) 
一般の資産は「従来の定率

法」減価残存率参照 

建物以外の一般の資産は、

定率法・定額法の選択制度 

【定率法選択の場合】 

・平成 24年 4月 1日以後に

取得された資産は「定率法

(200%定率法)」を適用 

・平成 19年 4月 1日から平

成 24 年 3 月 31 日までに取

得された資産は「定率法

（250%定率法）」を適用 

・平成 19 年 3 月 31 日以前

に取得された資産は「旧定

率法」を適用 

前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月割償却 

圧縮記帳の制度(注 2) 認められません 認められます 

特別償却・割増償却   

（租税特別措置法） 

認められません 認められます 

増加償却（所得税・法人税）

(注 3) 

認められます 認められます 

評価額の最低限度 所得価格の１００分の５ 備忘価額（１円） 

改良費 区分評価 原則区分評価 

  

(注 1)法人税などの減価償却の方法は平成 19年 4月 1日以降に取得した資産については、定額法・定率法

のいずれかを、平成 19 年 3 月 31 日までに取得した資産については、旧定額法・旧定率法のいずれか

を適用してもよいとされていますが、固定資産税では、取替資産等を除き全て旧定率法で評価し、取

得価額の 5%が最低限度額となります。 

(注 2)圧縮記帳の制度は認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価額を圧縮したものに

ついては、圧縮前の取得価額を記入してください。 

(注 3)平成 23年度税制改正に伴い、陳腐化償却制度が廃止され、耐用年数の短縮特例にふくまれることに

なりましたが、旧法人税法施行令第 60 条の 2 又は旧所得税法施行令第 133 条の 2 の規定により陳腐

化制度の国税局長の承認を受けているものは、評価上控除額の加算を行うことが出来ます。この場合、

国税局長の承認通知書の写しが必要となりますので申告の際は添付してください。 
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５ 業種別の主な償却資産の例 

各業種共通のもの 

駐車場設備、舗装路面、緑化設備、庭園、門扉、外構、外灯、受変電設備、ネオンサイン、

広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、

キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、タイムレコーダー、テレビ、金庫、レジ

スター、消火器等 

小売店 
商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、ショーウインドー、日

よけ等 

喫茶店・飲食店 
接客用家具、備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、ステレオ、放送設備、冷蔵

庫、冷凍庫、カウンター、室内装飾品、タオル蒸器、製麺機、日よけ等 

理容業・美容業 
理（美）容椅子、応接セット、洗面設備、消毒殺菌用機器、タオル蒸器、ドライヤー、パ

ーマ機、サインポール等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、ビニール包装機、給排水設備等 

医院 

歯科医院 

薬局業 

各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、ＣＴスキ

ャン、消毒殺菌用機器、歯科診察用ユニット、投影機、光学検査機器、保育器など）、薬

品戸棚、陳列ケース等 

不動産賃貸業 駐車場舗装、フェンス、ゴミ置き場、自転車置場、ルームエアコン等 

駐車場業 棚、照明等の電気設備、駐車設備（機械設備、ターンテーブル）等 

工場 
受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水

設備、福利厚生設備等 

パチンコ店ゲーム

センター 

パチンコ器、パチンコ器取付台（シマ工事）、ゲームマシン、両替機、玉貸機、屋外駐車

場等 

印刷業 各種印刷機、活字版鋳造機、裁断機等 

建設業 
ブロックゲージ、トランスショッパー、大型特殊自動車、ポンプ、ポータブル発電機、ブ

ルドーザー、パワーショベル、ミキサー、コンクリートカッタ―等 

ガソリン給油所 
ガソリン計量器、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、自動販売機、

構内装置、独立キャノビー等 

自動車整備業 

旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェンブロック、溶接機、万力、充電器、コンデン

サー、グラインダー、ドリル、検査工具、取付工具、切削工具、オイルクリーナー、コン

プレッサー、事務機器等 

食肉・鮮魚販売業 冷蔵庫（室）、陳列ケース、肉切断機、挽肉機、ポンプ等 

金属製品組立加工

業 

旋盤、ボール機、定盤、フライス盤、プレス、シャーリング、溶接機、カッタ―、研磨機、

グラインダー、モーター、検査工具、取付工具、切削工具、クレーンコンプレッサー等 

ホテル・旅館業 自家発電装置、放送設備、接客用備品等 

製造業 金属製品製造装置、食料品製造設備、旋盤、ポール盤、梱包機等 

農業 田植機、噴霧機、播種機、耕運機、ビニールハウス、ネット、選果機、精米機、農機具等 

漁業 漁船、冷蔵庫等 

 

 

  



 

- 5 - 

 

Ⅱ 償却資産の申告について 

 

１ 申告していただく方 

 令和 5年 1月 1日現在償却資産を所有されている方です。 

 なお、次の方も申告が必要です。 

 ア 償却資産を他に賃貸している方 

 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方 

 ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方 

  （所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方） 

 エ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方 

 オ 償却資産を共有されている方（各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、

共有者全員の連名でご申告ください。※例「本部 太郎 外 2名」） 

 カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）等の方 

※償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。 

 

２ 申告書等の提出先 

 申告書等は、〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東５番地 

本部町役場 住民課 課税班 へ提出して下さい。 

 

   なお、複数の市町村に資産をお持ちの方は資産の所在する市町村ごとに申告書を作成し

て提出して下さい。 

※申告書を郵送で提出される方で、控用について返送を希望される場合は、必ず返信先を

明記した封筒に切手を貼付のうえ、同封くださるようお願いいたします。 

（個人事業主の方は、個人番号等の個人情報保護のため簡易書留での返送も可能です。ご

希望される方は、返信用封筒の表面に「簡易書留」と赤字で記載し、料金に注意していた

だき、切手を貼付してください。） 

 

３ 申告書の提出期限 

 令和５年１月３１日（火）です。なお、期限間近になると窓口が混雑いたしますので、

お早めにご提出くださいますようご協力をお願いします。 

 

４ 申告の対象となる資産 

 令和 5年 1月 1日現在において、事業の用に供することができる資産です。 

 次に掲げる資産も申告が必要になります。 

 ア 償却済資産（耐用年数が経過した資産） 

 イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産 

 ウ 遊休又は未稼働の資産 

 エ 改良費（資本的支出：新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。） 
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 オ 福利厚生の用に供するもの 

カ 使用可能な期間が１年未満又は取得価額が２０万円未満の償却資産であっても個

別に減価償却しているもの 

 キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの 

 

５ 申告の対象とならない資産 

 次のような資産は課税の対象になりませんので、申告の必要はありません。 

（１）自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小

型自動車・原動機付自転車 

（２）生物（ただし、観賞等に使用する場合は申告の対象です。） 

（３）無形減価償却資産（営業権・意匠権・ソフトフェア）、電話加入権 

（４）繰延資産（開業費等） 

（５）書画・骨董（ただし、複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用

されるものは申告の対象です。） 

（６）棚卸資産（貯蔵品・商品等） 

（７）耐用年数が１年未満のもの 

（８）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者（貸主）が

取得した際の取得金額が２０万円未満のもの 

（９）税務会計上、 

  ①取得価額（１個又は１組）が１０万円未満のもの 

   ただし、法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものについては、申

告の対象となります。 

  ②取得価額（１個又は１組）が２０万円未満のもので３年間の一括償却したもの 

   ただし、租税特別措置法の規定により、中小企業者等の方が３０万円未満の全額損

金算入特例を適用したものについては、申告の対象となります。 

  

申告対象一覧 

経理区分 

取得 

価額基準 

一時の損金・必要

経費としたもの 

（３年間）一括償

却としたもの 

固定資産勘定に資

産計上したもの

（法人の場合） 

中小企業者等の全

額損金算入特例を

適用したもの 

１０万円未満 × × ○ ― 

１０万円以上 

２０万円未満 
 × ○ ○ 

２０万円以上 

３０万円未満 

 
 ○ ○ 

  ○：申告対象となります 

  ×：申告対象となりません 
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Ⅲ 申告の方法について 

 

１ 書類による申告書等の提出方法 

 「償却資産申告書」「種類別明細書」等の所定の書類を提出していただく方法です。 

 

＜申告方式＞ 

 ア 一 般 方 式 ：前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、評価額

等の計算は、本部町で行います。また、前年中に資産の増加及び減

少がない場合でも、申告書の提出が必要です。 

 

 イ 電算処理方式：賦課期日（１月１日）現在所有している全ての資産について、事業

者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。 

 

＜提出書類＞ 

 申告していただく方 申告対象となる資産 提出書類 

償却資産 

申告書 

種類別明細書 

増加資産・

全資産用   
減少資産用 

一般方式 

初めて申告される方 
令和 5年 1月 1日現在、本部町内に

所有しているすべての償却資産 
○ ○  

前年度申告された方 

令和 4年 1月 2

日から令和 5

年 1月 1日まで

の間に 

増加した資産 

 
○ ○  

減少した資産 

 
○  ○ 

資産の増減がない 

 
○   

電算処理方式 
初めて申告される方 

前年度申告された方 

令和 5年 1月 1日現在、本部町内に

所有しているすべての償却資産 
○ ○  

※「償却資産申告書」及び「種類別明細書」は、本部町ホームページからダウンロードす

ることができます。 
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２ マイナンバー制度導入に伴う申告書提出時の必要書類 

個人番号を記載した申告書を提出する場合、番号法（行政手続きにおける特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律）第 16 条の規定により、提出時に本人の個人番

号及び身元確認をさせていただく必要があります。申告の際に、下記の書類を添付してく

ださい。 

※法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認は必要ありません。 

 

 提出者 番号確認書類 身元確認書類 

書
面
申
告 

本人 【下記のいずれか 1点】 

個人番号カード、通知カード、

個人番号が記載された住民票

等 

 

 

【下記のいずれか 1点】 

個人番号カード、運転免許証等の官公

署が発行した顔写真付きの本人確認

書類 

【上記の提示ができない場合は、下記

のいずれか 2点】 

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当

証、社員証等 

郵送の場合は、上記書類の写しを添付してください。 

代理人 【下記のいずれか 1点】 

本人（委任者）の個人番号カ

ード、本人（委任者）の通知

カード、本人（委任者）の個

人番号が記載された住民票等 

【下記のすべて】 

代理権を証明する書類（委任状、税務

代理権限証書等）、代理人の本人確認

が可能な書類（税理士の方は税理士証

票） 

 

郵送の場合は、委任状や税務代理権限証書は原本、その他の書類は写

しを添付してください。 

電
子
申
告
（eLTAX

） 

本人 【下記のいずれか 1点】 

個人番号、通知カード、個人番

号が記載された住民票等 

 

【下記のいずれか 1点】 

公的個人認証による電子署名、eLTAX

で認められている電子証明書等 

代理人 【下記のいずれか 1点】 

本人（委任者）の個人番号カー

ド、本人（委任者）の通知カー

ド、本人（委任者）の個人番号

が記載された住民票等 

 

 

【下記のいずれか 1点】 

代理人の公的個人認証による電子署

名、eLTAXで認められている代理人の

電子証明書等 

 

※代理権は本人の利用者ＩＤを用い

た電子申告の送信で確認します。 
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３ 電子申告による申告データ等の提出方法 

 eLTAX（地方税ポータルシステム）により、所定の手続きにしたがって、申告データを送

信していただく方法です。送信された申告データは、ポータルセンターを通じて本部町へ

配信されます。 

 ※電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得されたうえで eLTAX のホームページから

利用の届出を行い、地方公共団体の審査を事前に受けていただくことが必要です。 

eLTAXの利用にあたっては、eLTAXホームページをご覧ください。 
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Ⅳ 償却資産の税額について 

 

１ 税額等の算出方法 

 申告していただいた資産一つひとつについて、評価額を求め、課税標準額とします。評

価額は、資産の取得年月、取得価額、耐用年数をもとに、減価残存率表の減価率を用いて

計算し、耐用年数を過ぎても取得価額の５％に相当する額に到達するまでの間、減価して

いきます。 

 前年中に取得したもの 前年前に取得したもの 

評価額 取得価額 ×（１－減価率/２） 前年の評価額 ×（１－減価率） 

 

＜減価残存率表＞ 

耐用

年数 
減価率 減価残存率 

耐用

年数 
減価率 減価残存率 

前年中取得 前年前取得 前年中取得 前年前取得 

１－減価率/２ １－減価率 １－減価率/２ １－減価率 

２ 0.684 0.658 0.316 ２４ 0.092 0.954 0.908 

３ 0.536 0.732 0.464 ２５ 0.088 0.956 0.912 

４ 0.438 0.781 0.562 ２６ 0.085 0.957 0.915 

５ 0.369 0.815 0.631 ２７ 0.082 0.959 0.918 

６ 0.319 0.840 0.681 ２８ 0.079 0.960 0.921 

７ 0.280 0.860 0.720 ２９ 0.076 0.962 0.924 

８ 0.250 0.875 0.750 ３０ 0.074 0.963 0.926 

９ 0.226 0.887 0.774 ３１ 0.072 0.964 0.928 

１０ 0.206 0.897 0.794 ３２ 0.069 0.965 0.931 

１１ 0.189 0.905 0.811 ３３ 0.067 0.966 0.933 

１２ 0.175 0.912 0.825 ３４ 0.066 0.967 0.934 

１３ 0.162 0.919 0.838 ３５ 0.064 0.968 0.936 

１４ 0.152 0.924 0.848 ３６ 0.062 0.969 0.938 

１５ 0.142 0.929 0.858 ３７ 0.060 0.970 0.940 

１６ 0.134 0.933 0.866 ３８ 0.059 0.970 0.941 

１７ 0.127 0.936 0.873 ３９ 0.057 0.971 0.943 

１８ 0.120 0.940 0.880 ４０ 0.056 0.972 0.944 

１９ 0.114 0.943 0.886 ４１ 0.055 0.972 0.945 

２０ 0.109 0.945 0.891 ４２ 0.053 0.973 0.947 

２１ 0.104 0.948 0.896 ４３ 0.052 0.974 0.948 

２２ 0.099 0.950 0.901 ４４ 0.051 0.974 0.949 

２３ 0.095 0.952 0.905 ４５ 0.050 0.975 0.950 
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＜税額の算出方法＞ 

 課税標準額に基づき、税額を算出します。 

課税標準額は、賦課期日（1月 1日）現在の全資産の評価額の合計です。 

※ 課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額に特例率を乗じ

て得た額を基に課税標準額を算出します。 

 

課税標準額（千円未満切り捨て）×税率（100分の 1.4）＝税額（100円未満切り捨て） 

※課税標準額が 150万円未満の場合は、課税されません。 

 

２ 非課税となる資産 

 地方税法第 348条、同法附則第 14条の規定に該当する償却資産は、固定資産税が課税さ

れません。非課税の適用がある資産を取得された場合は「種類別明細書（増加資産・全資

産用）」の摘要欄に該当事項を記載し、添付書類と共に提出して下さい。 

 

３ 課税標準の特例 

 地方税法第 349 条の 3 及び同法附則第 15 条の規定により、一定の要件を備える償却

資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。当該資産を

お持ちの方は、「種類別明細書（増加資産・全資産用）」の摘要欄に適用条項を記載し、

添付書類と共に提出してください。 
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Ⅴ その他 

 

１ 申告されない方、虚偽の申告をされた方 

 正当な理由がなくて申告されない場合は、地方税法第 386 条の規定により過料を科せら

れることがあるほか、同法第 368 条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されるこ

とがありますので、期限までに必ず申告してください。 

 また、虚偽の申告をされますと、地方税法第 385 条の規定により罰金等を科せられるこ

とがあります。 

 

２ 実地調査等のお願い 

 申告書受理後、地方税法にもとづいて実地調査又は簡易調査（固定資産台帳を郵送して

いただく調査）を行うことがありますので、その節はご協力をお願いいたします。 

 また、地方税法第 354 条の 2 に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を

行うことがあります。資産の申告もれ等が判明した場合は申告内容の修正等をお願いする

ことがありますので、ご理解の程お願いいたします。 

 

３ 過年度への遡及について 

 資産の申告もれ等による課税に際しては、その年度だけでなく資産を取得され

た翌年度まで（原則として地方税法第 17 条の 5 第 5 項の規定により、最大 5 年

度分）遡及することとなります。なお、過年度の課税が発生した場合は一括で

納付していただきます。 

 

 

償却資産に関するお問い合わせ先 

事務所名 担当係 所在地 電話番号 

本部町役場 住民課 課税班 沖縄県国頭郡本部町字東５番地 0980-47-2417 

 



※記載例

資産の種類
取　　　　　　　　　　得　　　　　　　　　　価　　　　　　　　　　額

前年前に取得したもの　（イ） 前年中に減少したもの　（ロ） 前年中に取得したもの　（ハ） 計（（イ）－（ロ）＋（ハ））　（ニ）

1 構 築 物
十億 百万 千 円 十億 百万 千

償却資産申告書の書き方
　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日 令和　　5  　年度

※　所　　有　　者　　コ　　ー　　ド
第

　　　　　本部町長　　殿 償却資産申告書（償却資産課税台帳）
二
十
六

３　個人番号又
　　は法人番号

 8　 短縮耐用年数の承認 有　・　無1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
　　　 （ふりがな）

アルミサッシ加工業  9　 増 加 償 却 の 届 出 有　・　無１　住　所 （

2 氏名（名称）
　屋号がありましたら、記載してください（　　　3　　　百万円） 提

 10　 非 課 税 該 当 資 産 有　・　無（ 又は納税通
知書送付先 ）

出
５　事業開始
　　年　　　月 　　　　　昭和 52　年 　3　月 用

11　課 税 標 準 の 特 例 有　・　無

）

 12　特別償却又は圧縮記帳 有　・　無　　　 （ふりがな）

２　氏　名 （電話　12－3456　）
 13　税務会計上の償却方法 定率法・定額法

（
法人にあっては
そ の 名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

）
（屋号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 14　青　　　色　　　申　　　告 有　・　無

円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 
②
　　　　　　　　　　　　（電話 　　　　　　 ）2

機械及び
装 置

8 1 0 0 0 0 0 3 2 3 6 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 8 6 3 6 0 0

③
　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　）3 船 舶

4 航 空 機

5
車両及び
運 搬 具

6
工具、器具
及 び 備 品

8 7 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 5 0 0 0 

7 合 計 1 5 9 7 0 0 0 0 3 3 4 1 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 8  1 2 8 6 0 0

資産の種類 評 価 額
（ホ）

※
決 定 価 格

（ヘ）

※
課 税 標 準 額

（ト） 18　備　　考　（添付書類等）

1 構 築 物
十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

2
機械及び
装 置

3 船 舶

4 航 空 機
17 事業所用家屋の所有区分
　該当するものを○で囲んでください。

5
車両及び
運 搬 具

6
工具、器具
及 び 備 品

1 住所
　個人については住民登録地、法人の
場合は経理事業所の所在地を記載して
ください。印字されている場合で違って
いる場合は訂正してください。

所

有

者

　９０５－０２９２
　　本部町字東５番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　１２－３４５６　）

号
様
式

４　事業種目
（資本等の金額）

3　個人番号又は法人番号
　個人番号又は法人番号（マイナン
バー制度）を記載してください。６　この申告

　　に応答す
　　る者の係
　　及び氏名

 本社経理係　　本部　花子
もとぶかぶしきがいしゃ

本部株式会社　　　　　　　　　　　　　　　も　と　ぶ　　  た　 ろ　 う

　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　本　部　太　郎

4 事業種目
　「食品小売業」や「喫茶店」のように具
体的な事業内容を記載してください。ま
た、法人の場合は資本金等の額も記載
してください。

㊞ ７　税理士等
　　の氏名  本部　二郎

（電話　21－6543　）

15　本部町内に
　　 おける事業
　　 所等資産の
　　 所在地

①　本部町字東５
　　　　　　　　　　　　（電話 11－2222）

15 資産の所在地
　本部町内における事業所等、資産の
所在地を記載してください。

16 借用資産
　「有」の場合は、貸主の住所、名称、電
話番号を記載してください。

18 備考
　申告の対象となる資産がない方、又は
資産の増減がない方は、「該当資産な
し」、又は「資産の増減なし」と記載してく
ださい。
　事業を廃止された方は、事業廃止の
年月日及び事業廃止事由（廃業、解
散、移転等）を記載してください。

5 事業開始年月
　名護市内で事業を開始した年月を記
載してください。

6 この申告に応答する者の係及び氏名
　申告の内容等について、確認を要す
る場合がありますので記載してください。

16　借 用 資 産
　　 （有　・　無）

　貸主の 名称等
　　　本部町字東１１１１番地
　　　ひがしリース株式会社
　　                          （電話 11－1234）

7 税理士等の氏名
　経理を委託している税理士等の氏名
及び電話番号を記載してください。

17　事業所用家屋の所有区分 自己所有 ・ 借家

8 短縮耐用年数の承認
　　　　　　　　　　　　　～　14 青色申告
　該当するものを○で囲んでください。

↑
（イ）～（ニ）までは、資産を種類別に区分して記載してください。

（ホ）～（ト）は、記入の必要はありません。ただし、電算機により申告書を作成する場合には記載してください。

7 合 計

受付印

社

印
代表

者印



　

摘要
　移動による受入の場合の説明や課税
標準の特例の場合の適用条項等を記
載してください。

・機械及び装置・・・２　　 ・車両・運搬具・・・５ 注意　「増加事由」の欄は、１ 新品取得、２ 中古品取得、３ 移動による受入、４ その他のいずれかに○印をつけてください。
　　　　「取得年月」欄の「年号」で、３は昭和、４は平成、５は令和です。

・船　　　　　　舶・・・３　　 ・工具器具備品・・・６ 増加事由
　該当するものを○で囲んでください。

所有者コード
　申告書の所有者コードを記載してくだ
さい。新規で申告される場合は、空欄
で構いません。

行
番
号

資
産
の
種
類

資　産
コード

資　産　の　名　称　等
数

量

耐
用
年
数

増
加
事
由

摘　要
取　得　価　額

減
価
残
存
率

価　　　　　額 課 税 標 準 額
資産コード
　電算処理で付番しますので、記載し
ないでください。

資産の名称等
　漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、
数字等で記載してください。

取得価額
　資産を購入した価額（据付費、輸送
費、設計費等含む）を記入。なお、圧縮
記帳は、償却資産の評価では認められ
ていないので、実際の購入価額を記載
してください。

耐用年数
　減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別
表第１、別表第２、別表第５及び別表第
６に掲げられている耐用年数を記載し
てください。
　なお、省令改正により資産の耐用年
数を変更する場合には、種類別明細書
（減少資産用）（別表二）で減少扱いを
し、正しいもの（改正後の耐用年数）を
本表に記載し、摘要欄に「省令改正」で
ある旨をご記入ください。

減価残存率・価額・課税標準の特例・
課税標準額
　記載の必要はありません。ただし、電
算機により申告を行う場合は記載が必
要です。課税標準の特例がある場合
は、その率を価額に乗じたものを課税
標準額とし、「摘要」欄に適用条項をご
記入ください。

１ ・ ２
３ ・ ４

・構　　 築　　物・・・１　　 ・航　　空　　機・・・４ 小　 計 ５ ５００ ０００

１ ・ ２
３ ・ ４

15
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

14
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

13
0.

12
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

１ ・ ２
３ ・ ４

11
0.

10
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

１ ・ ２
３ ・ ４

09
0.

08
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

１ ・ ２
３ ・ ４

07
0.

06
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

１ ・ ２
３ ・ ４

取得年月
　資産の取得年月を記載してください。

05
0.

１ ・ ２
３ ・ ４

04
0.

数量
　資産の数量を記載してください。03 6 クーラー １ 4 31 4 ３００ ０００ ６

0.

３ ０００ ０００ ８
0.

02 2 アルミ裁断加工機 １ 4 31 3

十億 百万 千 円 １ ・ ２
３ ・ ４

（
提
出

１ ・ ２
３ ・ ４

用）

百万 千 円

１５
0.

十億 百万 千 円

２ ２００ ０００01 1 コンクリートブロック塀工事 １ 4 31 2
十億

様
課税標準
の 特 例

式
別

年
号 年 月 率 コード 表

一

※

種類別明細書（増加資産 ・ 全資産用）
増加資産・全資産用の書き方※記載例

令和　　5　　年度
所　　　　有　　　　者　　　　名

１　　枚のうち

第
※

所　　有　　者　　コ　　ー　　ド
※ 二

本部株式会社
十

１　　枚　　目
六

資産の種類
　資産の種類の数字をご記入ください

号

取得年月
（イ） （ロ） （ハ） ※



※記載例 　

摘要
　市外への移転の場合の説明等必要に
応じてご記入ください。

・機械及び装置・・・２　　 ・車両・運搬具・・・５

・船　　　　　　舶・・・３　　 ・工具器具備品・・・６
減少した数量及び取得価額を記載してください。

所有者コード
　申告書の所有者コードを記載してくだ
さい。

行
番
号

資
産
の
種
類

抹 消 コ ー ド 資　産　の　名　称　等
数

量
取　得　価　額

耐
用
年
数

申
告
年
度

摘　　　　　要

資産の種類・資産の名称等
　減少した資産について「償却資産明
細書」に記載されているものをそれぞれ
記載してください。

抹消コード
　減少した資産について「償却資産明
細書」に記載されている「資産コード」（１
１桁）を記載してください。

数量
　減少した資産について、その減少分
の数量を記載してください（もとの数量
から減少分を差し引いた残りの分の数
量ではない）。

取得年月
　減少した資産の取得年月を記載してく
ださい（減少した年月ではない）。

取得価額
　全部減少の場合は、当該資産全体の
取得価額を記載してください。
　一部減少の場合は、当該資産の減少
分に相当する取得価額をご記入くださ
い（もとの取得価額から減少分を差し引
いた残りの分の取得価額ではない）。

申告年度
　減少した資産を初めて申告した年度
を記載してください。不明の場合は、空
欄で結構です。

減少の事由
　該当するものを○で囲んでください。
「4 その他」の場合は、資産の名称・数
量・取得年月・取得価額・耐用年数の修
正、省令改正による耐用年数の変更
等、その具体的な内容を「摘要」欄に記
載してください。

減少の区分
　該当するものを○で囲んでください。
　「2 一部」の場合は、左の例のように内
訳を具体的に記載してください。

1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

・構　　 築　　物・・・１　　 ・航　　空　　機・・・４ 小　 計 ３ 3 3 4 1 4 0 0 （注）　「取得年月」欄の「年号」で、３は昭和、４は平成、５は令和です。

15

14 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

13 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

12

11 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

10 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

09

08 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

07 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

06

05 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

1 0 5 0 0 0 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2
取得価額315,000円（数量３）のうち
１台分105,000円（数量１）の減少

04 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

03 ６ 12345670021 パソコン １ 4 23 5

02 ２ 12345670017 断裁機 １ 4 22 4

百万 千 円

1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2

（

1 5 3 6 4 0 0 提
出

1 7 0 0 0 0 0 1　・ 2　・ 3　・ 4 1　・ 2 H31.1 那覇工場へ移転 用）

01 ２ 12345670006 センバン １ 3 62 3
十億

取得年月 減少の事由及び区分
様
式

1 売 却　2 滅　失
3 移 動　4 その他

1 全部
2 一部

別
年
号 年 月 表

二

種 類 別 明 細 書 （ 減 少 資 産 用 ）
減少資産用の書き方

令和　5　年度
所　　　　有　　　　者　　　　名

１　　枚のうち

第
※

所　　有　　者　　コ　　ー　　ド
※ 二

本部株式会社
十

１　　枚　　目
六
号



1
　償却資産の納税義務
者は、誰になるのです
か？

　個人や法人で事業を行っている方（工場や商店などを営んでいる方、駐車場やアパートの経
営等）のうち、毎年１月１日現在事業用の償却資産を所有されている方が納税義務者となりま
す。なお、年の途中で所有者が変わった場合でも、その年の１月１日現在における償却資産の
所有者が納税義務者になります。

2
　今年、初めて申告書が
送られてきました。どのよ
うにすれば良いですか？

　倉庫や工場、店舗や店舗兼用住宅、アパート等を所有されている方には、資産の所有者の
方から申し出が無くても、償却資産の申告書をお送りしております。土地・家屋以外に事業用
資産（償却資産）をお持ちの場合は、申告書にご記入の上、ご提出ください。なお、該当する資
産が無いと思われる場合であっても申告書はご提出ください。

3

　昨年中に飲食店を開業
しました。どのようなもの
を償却資産として申告す
る必要がありますか？

　飲食店の場合、例えば次のようなものが申告の対象となります。
例）各種厨房機器、冷蔵庫、テーブル、椅子、レジスター、エアコン、テレビ、カラオケ、看板等
また、自己所有の建物ではなく貸店舗のテナントとして開業した場合についても店舗用に施工
した内装や電気配線、空調設備、給排水設備等を償却資産として取扱いますので申告が必要
です。

4

　毎年、税務署へは確定
申告をしていますが、町
へも申告する必要がある
のですか？

　税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告
は町税である固定資産税の計算に必要なものです。また、国税と固定資産税では償却資産に
ついての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。

5
　資産の増加・減少がな
い場合でも、申告は必要
ですか？

　毎年１月１日現在の所有状況の申告が必要です。前年度の申告以後、資産の異動がない方
もその旨を記載して申告してください。また、申告対象となる償却資産を所有していない場合で
も申告の必要がありますので、備考欄に『該当資産なし』と記入し、ご提出ください。

6
　会社の決算は３月末で
すが、償却資産の申告は
必要ですか？

　固定資産税の賦課期日は１月１日となっており、決算期にかかわらず１月１日現在の所有状
況を１月３１日までに申告することが義務付けられています。

7
　現在、使用していない
事業用資産も申告は必
要ですか？

　一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状
態であれば申告対象となります。ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの
及び将来においても使用できないことが客観的に明確であるものについては、償却資産に該
当しません。

8

　事業を廃業した場合や
年の途中で閉店した場
合、償却資産の申告はど
うなりますか？

　申告年度の１月１日以前に、廃業もしくは譲渡等により所有する資産がなくなった方は、その
旨を記載して申告書を提出してください。また、年の途中で閉店した方は翌年の申告書にその
旨を記載して申告書を提出してください。なお、年の途中で閉店した場合でも、その年の固定
資産税はお支払いをお願いします。

9

　耐用年数を経過し、減
価償却が終わった償却
済資産についても、申告
が必要ですか？

　耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産でも現に事業の用に供することができる状態に
ある限りは、固定資産税の償却資産に該当しますので、申告が必要です。

償却資産に関するＱ＆Ａ
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10
　自動車は償却資産に
該当しますか？

自動車税が課される自動車や、軽自動車税を課される原動機付自転車、軽自動車、小型特殊
自動車、二輪の小型自動車については償却資産ではありません。

11
　フォークリフトやトラク
ターなどは償却資産の課
税客体になりますか？

　フォークリフトやトラクター、田植え機、コンバインについては、その規格により「軽自動車税の
課税客体である小型特殊自動車に該当する場合」と「償却資産の課税対象である大型特殊自
動車に該当する場合」とに区別されます。自動車税、軽自動車税の課税客体となっているもの
は、償却資産の申告対象にはなりません。

12
　大型特殊自動車は申
告の対象になりますか？

　道路運送車両法第3条に該当する大型特殊自動車（ナンバープレートの分類番号「0」「00か
ら99」「000から999」及び「9」「90から99」「900から999」となっているもの）は、償却資産の申告の
対象になります。

13
　敷地内のみ走行の
フォークリフトは申告の対
象になりますか？

　大型特殊自動車に該当する場合、償却資産の申告の対象となります。なお、小型特殊自動
車に該当する場合は、軽自動車税の対象となる資産であるため、償却資産の申告は必要あり
ません。

14
　アパートを経営していま
す。償却資産の申告は
必要ですか？

　アパートを建てると、例えば、駐車場のアスファルト舗装、周囲ネットフェンス、門扉、駐輪場、
屋外の浄化槽等が償却資産に該当します。これらは土地及び家屋の評価からは除かれるもの
なので、償却資産の申告が必要です。

15
　貸駐車場を所有してい
る場合も申告は必要です
か？

　底地については、通常土地として固定資産税の対象となりますが、それ以外のアスファルト舗
装、フェンス、街灯、白線工事、車止めなどは、償却資産の申告が必要です。

16

　店舗を借りて、事業を
行っておりますが、店内
の内装、間仕切り等の改
装工事を行い、建具も新
たに取り付けました。申
告はだれがしたらよいで
しょうか？

　建物自体は、通常家屋としてその所有している方に対して固定資産税がかかります。それ以
外の内装・設備類（家屋評価されなかったもの）、外構工事、駐車場舗装、看板などは、償却資
産に該当します。テナントなどで、これらの償却資産を、建物を所有している方と異なる事業主
の方が負担して施工した場合には、事業主の方が申告をしてください。

17
　リース資産の申告はど
のようになりますか？

　通常の賃貸借契約（期間満了時に回収）によるリースについては、資産を貸している方が申
告をしていただくことになります。売買のような契約（期間満了後に使用者の所有物となる）によ
るリースについては、借りている方が申告していただくことになります。

18
　申告内容に誤りがありま
した。どうしたらいいです
か？

　修正申告をお願いします。通常ご提出いただいている申告書と同様に、修正後の数値等を
記載し、余白に『修正申告』と明記してください。

19
　廃業した場合や法人が
解散した場合、申告は必
要ですか？

　申告は必要です。申告書の右下の17「備考」欄の「4廃業・解散・転出等」を丸で囲み、該当の
年月日を記載して申告書を提出してください。

※その他不明な点がありましたら、本部町役場　住民課　課税班（電話0980-47-2417）までご連絡下さい。

- 17 -


